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建築基準法施行規則 10条の３の法改正に伴う訂正 

 

（１）法規テキストｐ127 本文 21 行目から 36 行目を次のように訂正してください。 

（以下を切り貼りしてお使いください。） 

 

 

２項 次の一号と二号の建築物には、接道義務が生じない。 

(接道と同等とみなす。道路でなく道に接するので 

良い等。) 

一号＋規則 10 条の３第１項、３項 

幅員４ｍ以上の道（規則 10 条の３第１項により、農

道等 or 位置指定道路の基準に適合する道）に２ｍ以上

接する建築物のうち、用途・規模に関し 

省令（規則 10 条の３第３項）で定める基準に適合する

もの 

用途（規則 10 条の３第３項一号） 

道の区分に応じて用途が決まる。 

イ 第１項第一号に規定する道 

(農道等、公共の用に供する道) 

→法別表１(い)欄(１)項に掲げる用途以外 

(劇場等以外) 

ロ 第１項第二号に規定する道 

(位置指定道路の基準に適合する道) 

→・一戸建ての住宅 

・長屋 

・法別表２(い)項二号の用途(兼用住宅) 

規模（規則 10 条の３第３項二号） 

延べ面積 500 ㎡以内 

⇒特定行政庁が支障がないと認めるもの 

二号＋規則 10 条の３第４項 

①敷地の周囲に広い空地を有する建築物 

②農道等、公共の用に供する道（幅員４ｍ以上）に

２ｍ以上接する建築物（用途・規模の限定なし） 

③十分な幅員の通路で、道路に通ずるものに接する

建築物 

⇒特定行政庁が支障がないと認めて建築審査会の同

意を得て許可したもの 
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２項 �次の一号と二号の建築物には、接道義務が生じない。
　　　　（�接道と同等とみなす。道路でなく道に接するので

良い等。）
一号�＋規則10条の３第１項、３項

幅員４ｍ以上の道（規則10条の３第１項により、農
道等or位置指定道路の基準に適合する道）に２ｍ
以上接する建築物のうち、用途・規模に関し
省令（規則10条の３第３項）で定める基準に適合す
るもの
用途�（規則10条の３第３項一号）
道の区分に応じて用途が決まる。
イ　第１項第一号に規定する道
（農道等、公共の用に供する道）
→法別表１（い）欄（１）項に掲げる用途以外
　（劇場等以外）

ロ　第１項第二号に規定する道
（位置指定道路の基準に適合する道）
→・一戸建ての住宅
　・長屋
　・法別表２（い）項二号の用途（兼用住宅）

規模�（規則10条の３第３項二号）
延べ面積500㎡以内

　　　　⇒特定行政庁が支障がないと認めるもの
二号�＋規則10条の３第４項

　　　　①敷地の周囲に広い空地を有する建築物
　　　　②�農道等、公共の用に供する道（幅員４ｍ以上）に

２ｍ以上接する建築物（用途・規模の限定なし）
　　　　③�十分な幅員の通路で、道路に通ずるものに接する

建築物
　　　　⇒�特定行政庁が支障がないと認めて建築審査会の同

意を得て許可したもの

※�２項一号、二号は、接道義務の適用除外
となる建築物

※�位置指定道路の基準（令144条の４第１
項各号）に適合する道で、特定行政庁か
ら位置の指定を受ければ、法42条１項五
号により道路（位置指定道路）となる。

※�施行規則10条の３第１項一号の「農道そ
の他これに類する公共の用に供する道」
には、「河川管理者が管理する公共の用
に供する道」なども該当する。（H29143）
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（２）法規項目別問題集ｐ267 の No.734 と No.738 の解説を次のように訂正してください。 

No.734～738 が該当する問題ですが、設問、正誤に影響はありません。 

（以下を切り貼りしてお使いください。） 

 

No.734 解説 

 

法 43 条１項により、建築物の敷地は、原則として『道路』に２ｍ以上接しなければ

ならないが、同条２項一号により、「幅員４ｍ以上の『道』（規則 10 条の３第１項

で定める基準に適合するものに限る。）に２ｍ以上接する建築物のうち、同条３項

で定める基準に適合するもの」で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生

上支障がないと認めるものは建築することができる。農道等、公共の用に供する道

は規則 10 条の３第１項一号に該当し、そのとき建築できる建築物は同条３項一号イ

及び二号により、法別表１(い)欄(１)項の劇場等「以外」の用途で、延べ面積が 500

㎡以内のものなので、設問の建築物は建築することができる。 

 

No.738 解説 

 

法 43 条１項により、建築物の敷地は、原則として『道路』に２ｍ以上接しなければ

ならないが、同条２項二号及び規則 10 条の３第４項二号により、「幅員４ｍ以上の

農道や港湾管理者が管理する公共の用に供する『道』に２ｍ以上接する建築物（用

途・規模の限定なし）」で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障

がないと認めて（建築審査会の同意を得て）「許可」したものは建築することがで

きる。 

 

（３）法規年度別問題集の解説を次のように訂正してください。 

（以下を切り貼りしてお使いください。） 

 

①ｐ85 令和４年 No.14 肢１解説 

 

 

②ｐ135 令和３年 No.15 肢３解説 

 

 

③ｐ233 令和元年 No.14 肢２解説 

 

 

④ｐ281 平成 30 年 No.14 肢４解説 

 

 

⑤ｐ329 平成 29 年 No.14 肢３解説 
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□□□ 733

都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域から
都市計画区域に編入された際、現に存在している
幅員４ｍの道（地下におけるものを除く。）に２ｍ
以上接している敷地には、建築物を建築すること
ができる。（ただし、特定行政庁による道路幅員に
関する区域の指定はないものとする。）

H2914

－1
〇

法41条の２、法42条１項三号により、都市計画区域又は準都市計画区域に編入され
た際、現に存在する幅員４ｍ以上の道は道路であり、法43条１項により、建築物の
敷地は、原則として、道路に２ｍ以上接しなければならない。

□□□ 734

建築基準法上の道路に該当しない幅員６ｍの農道
のみに２ｍ以上接する敷地における、延べ面積
150㎡の一戸建て住宅については、特定行政庁が
交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと
認める場合には建築することができる。

R0114

－2
★★★ 〇

法43条１項により、建築物の敷地は、原則として『道路』に２ｍ以上接しなければな
らないが、同条２項一号により、「幅員４ｍ以上の『道』（規則10条の３第１項で定め
る基準に適合するものに限る。）に２ｍ以上接する建築物のうち、同条３項で定める
基準に適合するもの」で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障が
ないと認めるものは建築することができる。農道等、公共の用に供する道は規則10
条の３第１項一号に該当し、そのとき建築できる建築物は同条３項一号イ及び二号
により、法別表１(い)欄(１)項の劇場等「以外」の用途で、延べ面積が500㎡以内のも
のなので、設問の建築物は建築することができる。

□□□ 735

幅員４ｍの農道に２ｍ以上接する敷地における延
べ面積200㎡以内の一戸建て住宅は、特定行政庁
が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない
と認めた場合には、建築することができる。

H3014

－4
★★★ 〇

同上。

□□□ 736

その敷地が、河川管理者が管理する幅員６ｍの公
共の用に供する道で建築基準法上の道路に該当し
ないもののみに２ｍ以上接する、延べ面積100㎡
の一戸建て住宅は、特定行政庁の認定を受けるこ
とにより建築することができる。

R0414

－1
★★★ 〇

同上。設問の河川管理者が管理する公共の用に供する道は、規則10条の３第１項一
号に該当する。

□□□ 737

河川管理者が管理する幅員４ｍの公共の用に供す
る道に２ｍ以上接する敷地における延べ面積200
㎡以内の一戸建て住宅は、特定行政庁が交通上、
安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めた場
合には、建築することができる。

H2914

－3
★★★ 〇

同上。

□□□ 738

港湾管理者が管理する幅員10ｍの公共の用に供す
る道に２ｍ以上接する敷地においては、特定行政
庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がな
いと認めて許可した場合には、建築物を建築する
ことができる。

R0315

－3
★★★ 〇

法43条１項により、建築物の敷地は、原則として『道路』に２ｍ以上接しなければな
らないが、同条２項二号及び規則10条の３第４項二号により、「幅員４ｍ以上の農
道や港湾管理者が管理する公共の用に供する『道』に２ｍ以上接する建築物（用途・
規模の限定なし）」で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない
と認めて（建築審査会の同意を得て）「許可」したものは建築することができる。
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□□□ 733

都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域から
都市計画区域に編入された際、現に存在している
幅員４ｍの道（地下におけるものを除く。）に２ｍ
以上接している敷地には、建築物を建築すること
ができる。（ただし、特定行政庁による道路幅員に
関する区域の指定はないものとする。）

H2914

－1
〇

法41条の２、法42条１項三号により、都市計画区域又は準都市計画区域に編入され
た際、現に存在する幅員４ｍ以上の道は道路であり、法43条１項により、建築物の
敷地は、原則として、道路に２ｍ以上接しなければならない。

□□□ 734

建築基準法上の道路に該当しない幅員６ｍの農道
のみに２ｍ以上接する敷地における、延べ面積
150㎡の一戸建て住宅については、特定行政庁が
交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと
認める場合には建築することができる。

R0114

－2
★★★ 〇

法43条１項により、建築物の敷地は、原則として『道路』に２ｍ以上接しなければな
らないが、同条２項一号により、「幅員４ｍ以上の『道』（規則10条の３第１項で定め
る基準に適合するものに限る。）に２ｍ以上接する建築物のうち、同条３項で定める
基準に適合するもの」で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障が
ないと認めるものは建築することができる。農道等、公共の用に供する道は規則10
条の３第１項一号に該当し、そのとき建築できる建築物は同条３項一号イ及び二号
により、法別表１(い)欄(１)項の劇場等「以外」の用途で、延べ面積が500㎡以内のも
のなので、設問の建築物は建築することができる。

□□□ 735

幅員４ｍの農道に２ｍ以上接する敷地における延
べ面積200㎡以内の一戸建て住宅は、特定行政庁
が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない
と認めた場合には、建築することができる。

H3014

－4
★★★ 〇

同上。

□□□ 736

その敷地が、河川管理者が管理する幅員６ｍの公
共の用に供する道で建築基準法上の道路に該当し
ないもののみに２ｍ以上接する、延べ面積100㎡
の一戸建て住宅は、特定行政庁の認定を受けるこ
とにより建築することができる。

R0414

－1
★★★ 〇

同上。設問の河川管理者が管理する公共の用に供する道は、規則10条の３第１項一
号に該当する。

□□□ 737

河川管理者が管理する幅員４ｍの公共の用に供す
る道に２ｍ以上接する敷地における延べ面積200
㎡以内の一戸建て住宅は、特定行政庁が交通上、
安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めた場
合には、建築することができる。

H2914

－3
★★★ 〇

同上。

□□□ 738

港湾管理者が管理する幅員10ｍの公共の用に供す
る道に２ｍ以上接する敷地においては、特定行政
庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がな
いと認めて許可した場合には、建築物を建築する
ことができる。

R0315

－3
★★★ 〇

法43条１項により、建築物の敷地は、原則として『道路』に２ｍ以上接しなければな
らないが、同条２項二号及び規則10条の３第４項二号により、「幅員４ｍ以上の農
道や港湾管理者が管理する公共の用に供する『道』に２ｍ以上接する建築物（用途・
規模の限定なし）」で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない
と認めて（建築審査会の同意を得て）「許可」したものは建築することができる。

（２）法規項目別問題集ｐ267 の No.734 と No.738 の解説を次のように訂正してください。 

No.734～738 が該当する問題ですが、設問、正誤に影響はありません。 

（以下を切り貼りしてお使いください。） 

 

No.734 解説 

 

法 43 条１項により、建築物の敷地は、原則として『道路』に２ｍ以上接しなければ

ならないが、同条２項一号により、「幅員４ｍ以上の『道』（規則 10 条の３第１項

で定める基準に適合するものに限る。）に２ｍ以上接する建築物のうち、同条３項

で定める基準に適合するもの」で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生

上支障がないと認めるものは建築することができる。農道等、公共の用に供する道

は規則 10 条の３第１項一号に該当し、そのとき建築できる建築物は同条３項一号イ

及び二号により、法別表１(い)欄(１)項の劇場等「以外」の用途で、延べ面積が 500

㎡以内のものなので、設問の建築物は建築することができる。 

 

No.738 解説 

 

法 43 条１項により、建築物の敷地は、原則として『道路』に２ｍ以上接しなければ

ならないが、同条２項二号及び規則 10 条の３第４項二号により、「幅員４ｍ以上の

農道や港湾管理者が管理する公共の用に供する『道』に２ｍ以上接する建築物（用

途・規模の限定なし）」で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障

がないと認めて（建築審査会の同意を得て）「許可」したものは建築することがで

きる。 

 

（３）法規年度別問題集の解説を次のように訂正してください。 

（以下を切り貼りしてお使いください。） 

 

①ｐ85 令和４年 No.14 肢１解説 

 

 

②ｐ135 令和３年 No.15 肢３解説 

 

 

③ｐ233 令和元年 No.14 肢２解説 

 

 

④ｐ281 平成 30 年 No.14 肢４解説 

 

 

⑤ｐ329 平成 29 年 No.14 肢３解説 

 

 

 

（２）法規項目別問題集ｐ267 の No.734 と No.738 の解説を次のように訂正してください。 

No.734～738 が該当する問題ですが、設問、正誤に影響はありません。 

（以下を切り貼りしてお使いください。） 

 

No.734 解説 

 

法 43 条１項により、建築物の敷地は、原則として『道路』に２ｍ以上接しなければ

ならないが、同条２項一号により、「幅員４ｍ以上の『道』（規則 10 条の３第１項

で定める基準に適合するものに限る。）に２ｍ以上接する建築物のうち、同条３項

で定める基準に適合するもの」で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生

上支障がないと認めるものは建築することができる。農道等、公共の用に供する道

は規則 10 条の３第１項一号に該当し、そのとき建築できる建築物は同条３項一号イ

及び二号により、法別表１(い)欄(１)項の劇場等「以外」の用途で、延べ面積が 500

㎡以内のものなので、設問の建築物は建築することができる。 

 

No.738 解説 

 

法 43 条１項により、建築物の敷地は、原則として『道路』に２ｍ以上接しなければ

ならないが、同条２項二号及び規則 10 条の３第４項二号により、「幅員４ｍ以上の

農道や港湾管理者が管理する公共の用に供する『道』に２ｍ以上接する建築物（用

途・規模の限定なし）」で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障

がないと認めて（建築審査会の同意を得て）「許可」したものは建築することがで

きる。 

 

（３）法規年度別問題集の解説を次のように訂正してください。 

（以下を切り貼りしてお使いください。） 

 

①ｐ85 令和４年 No.14 肢１解説 

 

 

②ｐ135 令和３年 No.15 肢３解説 

 

 

③ｐ233 令和元年 No.14 肢２解説 

 

 

④ｐ281 平成 30 年 No.14 肢４解説 

 

 

⑤ｐ329 平成 29 年 No.14 肢３解説 

 

 

 

13AR0414 
解説  正答──４ 
1. 正しい。法43条１項により、建築物の敷地は、原則として『道路』に２ｍ以

上接しなければならないが、同条２項一号により、「幅員４ｍ以上の『道』（規

則10条の３第１項で定める基準に適合するものに限る。）に２ｍ以上接する建

築物のうち、同条３項で定める基準に適合するもの」で、特定行政庁が交通

上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものは建築することがで

きる。農道等、公共の用に供する道は規則10条の３第１項一号に該当し、そ

のとき建築できる建築物は同条３項一号イ及び二号により、法別表１(い)欄

(１)項の劇場等「以外」の用途で、延べ面積が500㎡以内のものなので、設問

の建築物は建築することができる。設問の河川管理者が管理する公共の用に

供する道は、規則10条の３第１項一号に該当する。 

2. 正しい。法44条１項四号及び令145条３項三号により、道路の上空に設けられ

る建築物が渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物である場合

においては、その側面には、床面からの高さが1.5ｍ以上の壁を設け、その壁

の床面からの高さが1.5ｍ以下の部分に開口部を設けるときは、これにはめご

ろし戸を設けなければならない。 

3. 正しい。法57条２項により、道路内にある建築物(高架の道路の路面下に設け

るものを除く。)については、法56条１項一号の規定(道路高さ制限)は、適用

しない。 

4. 誤り。法45条１項により、私道の変更又は廃止によって、その道路に接する

敷地が法43条１項の規定(接道義務)に抵触することとなる場合においては、

特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができ

ると定められているが、私道の変更又は廃止について許可を必要とする旨の

規定はない。 
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13AR0315 
解説  正答──４ 
1. 正しい。法42条１項五号のいわゆる位置指定道路の基準は、令144条の４第

１項四号により、原則として、道の縦断勾配を12％以下とし、かつ、階段状

でないものとしなければならない。 

2. 正しい。法68条の６第一号により、地区計画の区域内において、地区整備計

画として、道の配置及び規模又はその区域が定められている場合、法42条１

項五号の道路の位置の指定は、原則として、当該地区計画に定められた道の

配置又はその区域に即して行わなければならない。 

3. 正しい。法43条１項により、建築物の敷地は、原則として『道路』に２ｍ以

上接しなければならないが、同条２項二号及び規則10条の３第４項二号によ

り、「幅員４ｍ以上の農道や港湾管理者が管理する公共の用に供する『道』

に２ｍ以上接する建築物（用途・規模の限定なし）」で、特定行政庁が交通

上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて（建築審査会の同意を得

て）「許可」したものは建築することができる。 

4. 誤り。法47条により、特定行政庁が壁面線の指定をした場合、建築物の壁若

しくはこれに代る柱又は高さ２ｍを超える門若しくは塀は、壁面線を越えて

建築してはならない。軒、ひさしについては、制限されていない。 

 

（２）法規項目別問題集ｐ267 の No.734 と No.738 の解説を次のように訂正してください。 

No.734～738 が該当する問題ですが、設問、正誤に影響はありません。 

（以下を切り貼りしてお使いください。） 

 

No.734 解説 

 

法 43 条１項により、建築物の敷地は、原則として『道路』に２ｍ以上接しなければ

ならないが、同条２項一号により、「幅員４ｍ以上の『道』（規則 10 条の３第１項

で定める基準に適合するものに限る。）に２ｍ以上接する建築物のうち、同条３項

で定める基準に適合するもの」で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生

上支障がないと認めるものは建築することができる。農道等、公共の用に供する道

は規則 10 条の３第１項一号に該当し、そのとき建築できる建築物は同条３項一号イ

及び二号により、法別表１(い)欄(１)項の劇場等「以外」の用途で、延べ面積が 500

㎡以内のものなので、設問の建築物は建築することができる。 

 

No.738 解説 

 

法 43 条１項により、建築物の敷地は、原則として『道路』に２ｍ以上接しなければ

ならないが、同条２項二号及び規則 10 条の３第４項二号により、「幅員４ｍ以上の

農道や港湾管理者が管理する公共の用に供する『道』に２ｍ以上接する建築物（用

途・規模の限定なし）」で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障

がないと認めて（建築審査会の同意を得て）「許可」したものは建築することがで

きる。 

 

（３）法規年度別問題集の解説を次のように訂正してください。 

（以下を切り貼りしてお使いください。） 

 

①ｐ85 令和４年 No.14 肢１解説 

 

 

②ｐ135 令和３年 No.15 肢３解説 

 

 

③ｐ233 令和元年 No.14 肢２解説 

 

 

④ｐ281 平成 30 年 No.14 肢４解説 

 

 

⑤ｐ329 平成 29 年 No.14 肢３解説 

 

 

 

13AR0114 
解説  正答─４ 
1. 正しい。法44条により、建築物等は道路内に建築してはならないが、同条１

項三号により、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち

建築物等の敷地として併せて利用すべき区域)内の道路の上空又は路面下に

設ける建築物のうち、当該地区計画の内容に適合し、かつ、所定の基準に適

合するものであって特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認

めるものは、道路内に建築することができる。 

2. 正しい。法43条１項により、建築物の敷地は、原則として『道路』に２ｍ以

上接しなければならないが、同条２項一号により、「幅員４ｍ以上の『道』

（規則10条の３第１項で定める基準に適合するものに限る。）に２ｍ以上接

する建築物のうち、同条３項で定める基準に適合するもの」で、特定行政庁

が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものは建築するこ

とができる。農道等、公共の用に供する道は規則10条の３第１項一号に該当

し、そのとき建築できる建築物は同条３項一号イ及び二号により、法別表１

(い)欄(１)項の劇場等「以外」の用途で、延べ面積が500㎡以内のものなの

で、設問の建築物は建築することができる。 

3. 正しい。法42条１項四号により、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都

市再開発法などにより新設又は変更の事業計画のある幅員４ｍ以上の道路で、

２年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したも

のは道路となる。 

4. 誤り。法42条１項五号により、特定行政庁から位置の指定を受けるには、令

144条の４第１項各号で定める基準に適合しなければならない。同項一号に

より、イからニまでの一に該当する場合、袋路状道路でも道路としてその位

置の指定を受けることができる。イ（延長が35ｍ以下）又はニ（幅員が６ｍ

以上）のいずれかの要件を満足すればよく、両方の要件を満足することを規

定していない。 

 

（２）法規項目別問題集ｐ267 の No.734 と No.738 の解説を次のように訂正してください。 

No.734～738 が該当する問題ですが、設問、正誤に影響はありません。 

（以下を切り貼りしてお使いください。） 

 

No.734 解説 

 

法 43 条１項により、建築物の敷地は、原則として『道路』に２ｍ以上接しなければ

ならないが、同条２項一号により、「幅員４ｍ以上の『道』（規則 10 条の３第１項

で定める基準に適合するものに限る。）に２ｍ以上接する建築物のうち、同条３項

で定める基準に適合するもの」で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生

上支障がないと認めるものは建築することができる。農道等、公共の用に供する道

は規則 10 条の３第１項一号に該当し、そのとき建築できる建築物は同条３項一号イ

及び二号により、法別表１(い)欄(１)項の劇場等「以外」の用途で、延べ面積が 500

㎡以内のものなので、設問の建築物は建築することができる。 

 

No.738 解説 

 

法 43 条１項により、建築物の敷地は、原則として『道路』に２ｍ以上接しなければ

ならないが、同条２項二号及び規則 10 条の３第４項二号により、「幅員４ｍ以上の

農道や港湾管理者が管理する公共の用に供する『道』に２ｍ以上接する建築物（用

途・規模の限定なし）」で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障

がないと認めて（建築審査会の同意を得て）「許可」したものは建築することがで

きる。 

 

（３）法規年度別問題集の解説を次のように訂正してください。 

（以下を切り貼りしてお使いください。） 

 

①ｐ85 令和４年 No.14 肢１解説 

 

 

②ｐ135 令和３年 No.15 肢３解説 

 

 

③ｐ233 令和元年 No.14 肢２解説 

 

 

④ｐ281 平成 30 年 No.14 肢４解説 

 

 

⑤ｐ329 平成 29 年 No.14 肢３解説 

 

 

 

13AH3014 

解説  正答──３ 

1. 正しい。法44条１項四号、令145条２項一号により、道路の上空に設ける学

校の渡り廊下で、生徒の通行の危険を防止するために必要であり、特定行政

庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境

を害するおそれ
．．．

がないと認めて許可したものは、道路内に建築することがで

きる。 

2. 正しい。令131条及び令131条の２第２項により、建築物の敷地が都市計画に

おいて定められた計画道路（法42条１項四号に該当するものを除く。）に接

する場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障が

ないと認める建築物については、当該計画道路を前面道路とみなして、道路

斜線制限（法56条１項一号）を適用する。 

3. 誤り。法85条２項により、災害があった場合に建築する公益上必要な用途に

供する応急仮設建築物又は工事現場の事務所等については、第３章の規定は

原則として適用されない。したがって、法43条の接道義務の適用もない。な

お、応急仮設建築物については、同条３項及び４項により、工事完了後３月

を超えて存続しようとする場合、特定行政庁の許可を受けなければならず、

存続期間は、原則、２年以内に限られる。 

4. 正しい。法43条１項により、建築物の敷地は、原則として『道路』に２ｍ以

上接しなければならないが、同条２項一号により、「幅員４ｍ以上の『道』

（規則10条の３第１項で定める基準に適合するものに限る。）に２ｍ以上接

する建築物のうち、同条３項で定める基準に適合するもの」で、特定行政庁

が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものは建築するこ

とができる。農道等、公共の用に供する道は規則10条の３第１項一号に該当

し、そのとき建築できる建築物は同条３項一号イ及び二号により、法別表１

(い)欄(１)項の劇場等「以外」の用途で、延べ面積が500㎡以内のものなの

で、設問の建築物は建築することができる。 

 

 

（２）法規項目別問題集ｐ267 の No.734 と No.738 の解説を次のように訂正してください。 

No.734～738 が該当する問題ですが、設問、正誤に影響はありません。 

（以下を切り貼りしてお使いください。） 

 

No.734 解説 

 

法 43 条１項により、建築物の敷地は、原則として『道路』に２ｍ以上接しなければ

ならないが、同条２項一号により、「幅員４ｍ以上の『道』（規則 10 条の３第１項

で定める基準に適合するものに限る。）に２ｍ以上接する建築物のうち、同条３項

で定める基準に適合するもの」で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生

上支障がないと認めるものは建築することができる。農道等、公共の用に供する道

は規則 10 条の３第１項一号に該当し、そのとき建築できる建築物は同条３項一号イ

及び二号により、法別表１(い)欄(１)項の劇場等「以外」の用途で、延べ面積が 500

㎡以内のものなので、設問の建築物は建築することができる。 

 

No.738 解説 

 

法 43 条１項により、建築物の敷地は、原則として『道路』に２ｍ以上接しなければ

ならないが、同条２項二号及び規則 10 条の３第４項二号により、「幅員４ｍ以上の

農道や港湾管理者が管理する公共の用に供する『道』に２ｍ以上接する建築物（用

途・規模の限定なし）」で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障

がないと認めて（建築審査会の同意を得て）「許可」したものは建築することがで

きる。 

 

（３）法規年度別問題集の解説を次のように訂正してください。 

（以下を切り貼りしてお使いください。） 

 

①ｐ85 令和４年 No.14 肢１解説 

 

 

②ｐ135 令和３年 No.15 肢３解説 

 

 

③ｐ233 令和元年 No.14 肢２解説 

 

 

④ｐ281 平成 30 年 No.14 肢４解説 

 

 

⑤ｐ329 平成 29 年 No.14 肢３解説 

 

 

 

13AH2914 
解説  正答──４ 
1. 正しい。法41条の２、法42条１項三号により、都市計画区域又は準都市計画

区域に編入された際、現に存在する幅員４ｍ以上の道は道路であり、法43条

１項により、建築物の敷地は、原則として、道路に２ｍ以上接しなければな

らない。 

2. 正しい。法85条２項により、工事を施工するために現場に設ける事務所等の

仮設建築物については、法３章の規定は原則として適用されない。したがっ

て、法43条の接道義務の規定も適用されない。 

3. 正しい。法43条１項により、建築物の敷地は、原則として『道路』に２ｍ以

上接しなければならないが、同条２項一号により、「幅員４ｍ以上の『道』

（規則10条の３第１項で定める基準に適合するものに限る。）に２ｍ以上接

する建築物のうち、同条３項で定める基準に適合するもの」で、特定行政庁

が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものは建築するこ

とができる。農道等、公共の用に供する道は規則10条の３第１項一号に該当

し、そのとき建築できる建築物は同条３項一号イ及び二号により、法別表１

(い)欄(１)項の劇場等「以外」の用途で、延べ面積が500㎡以内のものなの

で、設問の建築物は建築することができる。設問の河川管理者が管理する公

共の用に供する道は、規則10条の３第１項一号に該当する。 

4. 誤り。法44条１項一号により、地盤面下に設ける建築物は、特定行政庁の許

可なく、道路内に建築することができる。 

 

（２）法規項目別問題集ｐ267 の No.734 と No.738 の解説を次のように訂正してください。 

No.734～738 が該当する問題ですが、設問、正誤に影響はありません。 

（以下を切り貼りしてお使いください。） 

 

No.734 解説 

 

法 43 条１項により、建築物の敷地は、原則として『道路』に２ｍ以上接しなければ

ならないが、同条２項一号により、「幅員４ｍ以上の『道』（規則 10 条の３第１項

で定める基準に適合するものに限る。）に２ｍ以上接する建築物のうち、同条３項

で定める基準に適合するもの」で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生

上支障がないと認めるものは建築することができる。農道等、公共の用に供する道

は規則 10 条の３第１項一号に該当し、そのとき建築できる建築物は同条３項一号イ

及び二号により、法別表１(い)欄(１)項の劇場等「以外」の用途で、延べ面積が 500

㎡以内のものなので、設問の建築物は建築することができる。 

 

No.738 解説 

 

法 43 条１項により、建築物の敷地は、原則として『道路』に２ｍ以上接しなければ

ならないが、同条２項二号及び規則 10 条の３第４項二号により、「幅員４ｍ以上の

農道や港湾管理者が管理する公共の用に供する『道』に２ｍ以上接する建築物（用

途・規模の限定なし）」で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障

がないと認めて（建築審査会の同意を得て）「許可」したものは建築することがで

きる。 

 

（３）法規年度別問題集の解説を次のように訂正してください。 

（以下を切り貼りしてお使いください。） 

 

①ｐ85 令和４年 No.14 肢１解説 

 

 

②ｐ135 令和３年 No.15 肢３解説 

 

 

③ｐ233 令和元年 No.14 肢２解説 

 

 

④ｐ281 平成 30 年 No.14 肢４解説 

 

 

⑤ｐ329 平成 29 年 No.14 肢３解説 

 

 

 





正誤表 

2024年２月11日 

2024年目標 ＴＡＣ建築士講座 

級  一級 

講 義  学科 

科 目  法規 

教 材  法規テキスト・年度別問題集 

 
日付 頁 誤 正 

2/11 

法規テキスト 

P149の29行目 

建築審査会の同意は不要 建築審査会の同意が必要 

法規テキスト 

P226の30行目 

令 15 条 令 11 条 

法規 

年度別問題集 

P17 

令和５年

〔No.22〕肢４ 

欠けがありましたので、以下を切り貼りしてお使いください。 

 

 

 
 
 
 

以上のとおり、訂正をお願いいたします。 
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13QR0520 
問題  

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。 

1. 地上５階建ての事務所のみの用途に供する建築物において、防火区画に接す

る外壁については、外壁面から50㎝以上突出した準耐火構造のひさし、床、

袖壁等で防火上有効に遮られている場合においては、当該外壁のうちこれら

に接する部分を含み幅90㎝以上の部分を準耐火構造としなくてもよい。 

2. 病院の地階に設ける入院患者の談話のために使用される居室においては、採

光のための窓その他の開口部の採光に有効な部分の面積を、その居室の床面

積に対して１/10以上としないことができる。 

3. 老人ホームにおけるエレベーターの昇降路の部分又は共用の廊下若しくは階

段の用に供する部分の床面積が、当該老人ホームの床面積の合計の１/３を

超える場合においては、当該床面積の１/３を限度として、建築物の容積率

の算定の基礎となる延べ面積に算入しないものとする。 

4. 階段の幅が３ｍを超える劇場の階段で、蹴上げが15㎝以下、かつ、踏面が30

㎝以上のものにあっては、その中間に手すりを設けなくてもよい。 

 

 

13QR0522 
問題  

建築士事務所の開設者に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているも

のはどれか。 

1. 開設者は、建築物に関する調査の業務を受託する場合、その委託者に対して、

建築士法に基づく重要事項の説明や契約を締結したときの書面の交付を行わ

なければならない。 

2. 開設者は、事業年度ごとに、設計等の業務の実績等を記載した報告書（電子

計算機に備えられたファイル等による場合を含む。）を作成し、毎事業年度

経過後３月以内に建築士事務所の登録をした都道府県知事に提出しなければ

ならない。 

3. 開設者は、建築士事務所の登録の更新を怠り、都道府県知事により当該登録

を抹消されたにもかかわらず、報酬を得て、設計等を業として行った場合、

１年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。 

4. 開設者は、延べ面積が300㎡を超える建築物の新築に係る設計受託契約の当

事者となる場合、作成する設計図書の種類や報酬の額等を書面に記載し、署

名又は記名押印をして、契約の当事者間で相互に交付（情報通信の技術を利

用する方法による場合を含む。）しなければならない。 

 

 

13QR0521 
問題  

建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 

1. 建築士は、延べ面積が2,000㎡を超える建築物の建築設備に係る設計につい

て、建築設備士の意見を聴いたときは、設計図書においてその旨を明記する

ように努めなければならない。 

2. 工事監理を行う建築士は、建築設備士の意見を聴いたときには、その旨を明

らかにしたうえで、工事監理終了後、直ちに、その結果を建築主に報告しな

ければならない。 

3. 一級建築士は、他の一級建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとす

る場合は、当該一級建築士の承諾を求め、承諾が得られなかったときは、自

己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。 

4. 建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めるとと

もに、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うように努

めなければならない。 
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